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議員立法「訪問介護緊急支援法案」「介護・障害福祉従業者処遇改善法案」の提出者として、 

大西健介議員の質問に答弁。 

 

 

○大西（健）委員 これはＷＨＯも医薬品として位置づけているもので、先進国各国で医薬品になっているんで

すから、それが、医薬品では未承認なのに機能性表示食品ではオーケーになるというのは、本当にやはりおかし

いと思いますよ。制度の根本的な欠陥というふうに思いますので、今後、制度の抜本的見直しを我々は求めてい

ますけれども、しっかりそこは見直していただきたいと思います。 

 それでは、ちょっと法案の質疑に移りますけれども、まず、訪問介護緊急支援法案の提出者に伺いたいと思い

ます。 

 訪問介護の基本報酬の減額で最も影響を受けるのは、小規模の事業者です。すぐにでも対応しないと、地方で

訪問介護サービスを担う小規模事業者がばたばたと倒れてしまったら多くの人が介護サービスを受けられなくな

ってしまうのではないかという強い危機感があります。これは、我々の仲間の地方議員なんかからも多く寄せら

れています。 

 本法案では、訪問介護事業支援金の支給のための財政上の措置を政府に求めるほか、三年後の次期改定を待た

ずに、できる限り早い時期に、訪問介護に係る報酬改定等の措置を講ずるものとしています。そして、当該改定に

当たっては、事業規模ごとの訪問介護事業者の収支の状況及び地域の実情について政府は配慮しなければならな

いと規定していますけれども、そのような規定を設けた理由について、提出者に伺います。 

○山井議員 御質問ありがとうございます。 

 訪問介護の基本報酬の引下げというものに関しては、与野党、本当に危機感は共通していると思いますので、

是非超党派で取り組みたいというふうに思っております。 

 今回の御質問に当たりましては、これは、訪問介護事業の収益の見込みが低下し、訪問介護事業の将来性に期

待できず、事業の縮小、撤退、新規参入の見合せなどが既に発生しており、訪問介護事業の経営に深刻な影響が及

んでいることを踏まえ、早急な対策が必要であると考えております。 

 その上で、御指摘の訪問介護事業者の事業規模ごとの収支の状況について配慮規定を設けたことについてであ

りますけれども、事業規模によって介護事業者の収支差率に大きな差があるということから、事業規模に配慮し

て行うべきだと考えたためです。 

 また、もう一点、地域の実情についての配慮規定については、訪問介護の利用者の居宅が広範囲に点在し、移動

に時間がかかる地域がある一方、居宅が近在して効率よく訪問できる地域もあり、このような地域差があること

により交通費などの経費や業務効率に差が生じることも考えられることから、地域ごとの特性に配慮すべきであ

ると考えるためであります。 

 今回のホームヘルパーの基本報酬の引下げというのは、歴史的な大失策になりかねません。将来的に日本で訪

問介護が受けられない、あるいは在宅介護が崩壊した、まさに今法案の介護休業が終わっても在宅介護ができな

いというふうなことになったときには、私たちは、与党も野党も責任を取らねばなりませんので、修正すること

も含めて、是非、与野党協力して成立させていただきたいと思っております。 

○大西（健）委員 私も、やはり三年後の次期改定は待っていられない、それまでに介護サービスができなくなっ

ちゃったら、これは本当に、まさに歴史的な失策になってしまうというふうに思います。 

 次に、介護・障害福祉従業者処遇改善法案の提出者に伺いたいと思います。 

 私の地元愛知県の西三河地域、自動車産業が集積をしていて、非常に高い時給で期間従業員等を募集をします。

今年もトヨタ自動車を始め自動車関連大手では春闘でも高い賃上げが実現しており、介護や障害福祉で働く方々

と製造業で働く方の賃金格差が今までより以上に開いているような、そんな状況であります。そうした中で、介

護、障害福祉の業界では、他業種との賃金格差により人材が流出するという問題に直面をしています。 

 今回、このタイミングで介護・障害福祉従事者処遇改善法案を提出することは、私は時宜にかなっていると思



いますけれども、法案の再提出に至った理由、背景について、提出者に改めてお聞きをしたいと思います。 

○山井議員 介護、障害福祉従事者の賃金については、大西委員御指摘のように、他産業の賃金と比較してまだ

かなり低い水準にあり、統計によっては、月八万円低いとか、月六万円低いとか、非常に深刻な事態となっており

ます。同時に、今回の春闘でも他業種の賃上げ率は高い水準となっており、格差は拡大しております。このような

状況であればますます介護、障害福祉の現場から人が離職していくということで、人手不足が加速してしまうこ

とになりかねます。 

 我が党としては、政府の処遇改善に加えて、全ての介護、障害福祉事業所の職員に一人当たり月額平均一万円

の賃金を引き上げる措置を講ずる内容の法案を令和四年に提出しましたけれども、しかし、ますます深刻な事態

になっていることから、今回、近年の他業種における高い水準での賃上げの流れもあることから、月額で一万円

の賃上げに加えて、他業種の従事者との給与格差を少しでも埋める対策が急務となって、今回の法案提出になり

ました。 

 二〇〇八年にもこの法案を当時の民主党は提出をしたわけですけれども、その際には、ここにありますけれど

も、介護従事者処遇改善法案というのを与野党合意して、委員長提案で提出して、それが翌年の介護職員の処遇

加算につながったという実績もありますので、与野党対決ではなく協力して、是非今回も前向きな結論が得られ

たらと願っております。 


